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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
私
学
文
書
課
）　
　

一

〇
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則 

（
県
政
情
報
公
開
室
）　
　

一

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　
　

二

〇
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
危
機
対
策
課
）　
　

五

〇
消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
（
消　

防　

課
）　
　

六

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　
　

六

〇
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
私
学
文
書
課
）　
　

七

告　
　
　

示

〇
職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
人　

事　

課
）　
　

八

規　
　
　

則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
九
号

　
　
　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
教
育
長
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

　

第
三
条
の
表
警
察
本
部
長
の
項
第
二
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
四
号
ニ
中
「
物
品
」
の
下
に
「（
船
舶
用
燃
料
及
び
航
空
機
用
燃
料
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
教
育
長
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、

第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
改
正
規
定
及
び
第
三
条
の
表
警
察
本
部
長
の
項
第
二
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
す
る
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
七
十
五
号
）」
を
「
日
本
標
準
産
業

分
類
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
第
二

条
各
項
（
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
十
二
項
を
除
く
。）
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
四
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
三
号
中

「

分　　離　　課　　税

土
地
等
の
事
業
・
雑
所
得

短
期

譲
渡

所
得

長
期

譲
渡

所
得

株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得

先
物
取
引
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

」
を

「

分　　離　　課　　税

土
地
等
の
事
業
・
雑
所
得

短
期

譲
渡

所
得

長
期

譲
渡

所
得

一
般
株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

上
場
株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

上
場
株
式
等
の
利
子
・
配
当
所
得

先
物
取
引
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

」
に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
の
二
を
削
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
四
項
及
び
第
四
十
五
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
十
八
項
及
び
第
三

十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
六
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
六
条
の
四
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
五
項
」
に
、「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九

条
第
四
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
九
条
第
六
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
条
第
六
項
」
を
「
第

九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
九
条
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
の
三
第
三
項
中
「
第
九
条
第
七
項
第
二
号
」
を
「
第
九
条
第
九
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第

九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
条
第
七
項
」
を
「
第
九
条
第
九
項
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
第
九
条
第
八
項
」
を
「
第
九
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
第
九
条
第
六
項
」

を
「
第
九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
の
五
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
様
式
第
二
十
八
号
の
二
の
項
を
削
る
。

　

様
式
第
二
十
八
号
の
二
を
削
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
の
二
中
「第

53条
第
46項

」
を
「第

53条
第
40項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
の
三
中
「第

53条
第
47項

」
を
「第

53条
第
41項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
九
号
中
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「

所得割

総
額

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
の
総
額

」

を

年
　
　
　
　
　
万
円
以
下
の
金
額

本
県
分
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額

年
　
　
　
　
　
万
円
以
下
の
金
額

法
人
税
割
額

年
　
　
　
　
　
　
万
円
を
超
え
る
金
額

外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
額

計
仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
額
の
控
除
額

軽
減
税
率
不
適
用
の
金
額

利
子
割
額
の
控
除
額

付
加

価
値
割

総
額

差
引
法
人
税
割
額

付
加

価
値

額
既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分
の
法
人
税
割
額

資
本
割
総

額
租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
法
人
税
割
額
の
控
除
額

資
本

金
等

の
額

既
還
付
請
求
利
子
額
が
過
大
で
あ
る
場
合
の
納
付
額

収
入
割
総

額
過
不
足
法
人
税
割
額

収
入

金
額

算
定
期
間
中
に
お
い
て
事
務
所
等
を
有
し
て
い
た
月
数

合
計
事
業
税
額

均
等
割
額

平
成
27年
改
正
法
附
則
第
８
条
又
は
第
９
条
の
控
除
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分
の
均
等
割
額

「
総

額
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
の
総
額

年
　
　
　
　
　
万
円
以
下
の
金
額

本
県
分
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額

所得割

年
　
　
　
　
　
万
円
以
下
の
金
額

法
人
税
割
額

年
　
　
　
　
　
　
万
円
を
超
え
る
金
額

道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額

計
外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
額
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「事
業
税
租
税
条
約
控
除
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

様
式
第
四
十
八
号
中
「事

業
税
租
税
条
約
控
除
額

」
を 

に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　

 
特
定
寄
附
金
総
額

　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

様
式
第
百
五
十
二
号
、
様
式
第
百
五
十
九
号
、
様
式
第
百
八
十
二
号
（
そ
の
一
）
か
ら
様
式
第
百
八
十
四
号
ま
で
、

様
式
第
百
八
十
六
号
（
そ
の
二
）、
様
式
第
百
八
十
八
号
か
ら
様
式
第
百
九
十
号
ま
で
、
様
式
第
百
九
十
二
号
及
び
様

式
第
百
九
十
四
号
（
そ
の
一
）
か
ら
様
式
第
百
九
十
六
号
ま
で
の
規
定
中
「適

用
す
る

」
を
「準

用
す
る

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
九
十
七
号
（
そ
の
三
）
中
「適
用
す
る

」
を
「準

用
す
る

」
に
、「第

九
十
二
条

」
を
「第

92条
」
に
、「第

百
八
条

」
を
「第

108条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
九
十
九
号
、
様
式
第
二
百
七
号
、
様
式
第
二
百
九
号
か
ら
様
式
第
二
百
十
号
（
そ
の
三
）
ま
で
、
様
式
第

二
百
十
二
号
、
様
式
第
二
百
十
四
号
及
び
様
式
第
二
百
十
八
号
（
そ
の
一
）
か
ら
様
式
第
二
百
十
八
号
（
そ
の
三
）
ま

で
の
規
定
中
「適

用
す
る

」
を
「準

用
す
る

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
十
三
条
第
三
十
九
項
又
は
第
四
十
項
の
規

定
に
よ
り
還
付
し
、
又
は
充
当
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
還
付
し
、
又
は
充
当
さ
れ
る
納
税
義
務
者
に
対
す
る
改
正

前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３ 　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

軽
減
税
率
不
適
用
の
金
額

仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
額
の
控
除
額

付
加

価
値
割

総
額

利
子
割
額
の
控
除
額

付
加

価
値

額
差
引
法
人
税
割
額

に
改
め
る。

資
本
割
総

額
既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分
の
法
人
税
割
額

資
本

金
等

の
額

租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
法
人
税
割
額
の
控
除
額

収
入
割
総

額
既
還
付
請
求
利
子
額
が
過
大
で
あ
る
場
合
の
納
付
額

収
入

金
額

過
不
足
法
人
税
割
額

合
計
事
業
税
額

算
定
期
間
中
に
お
い
て
事
務
所
等
を
有
し
て
い
た
月
数

平
成
27年
改
正
法
附
則
第
８
条
又
は
平
成
28年
改
正
法
附
則
第
５
条
の

控
除
額

均
等
割
額

事
業
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額

既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分
の
均
等
割
額

」
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

防
災
行
政
無
線
の
管
理
及
び
運
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
防
災
移
動
九
〇
〇

航
空
局

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城
ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球
Ｖ
七
〇
（
Ｎ
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
一
〇
三
（
Ｎ
）

同

同

同

宮
城
防
災
移
動
九
〇
一

航
空
局

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城
ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球
Ｖ
七
一
（
Ｎ
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
一
〇
四
（
Ｎ
）

同

同

同

宮
城
防
災
移
動
九
〇
二

航
空
局

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城
ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球
Ｖ
七
二
（
Ｎ
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
一
〇
五
（
Ｎ
）

同

同

同

宮
城
防
災
移
動
九
〇
三

航
空
局

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城
ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球
Ｖ
七
三
（
Ｎ
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
一
〇
六
（
Ｎ
）

同

同

同

宮
城
防
災
移
動
九
〇
四

航
空
局

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城
ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球
Ｖ
七
四
（
Ｎ
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
一
〇
八
（
Ｎ
）

同

同

同

宮
城
防
災
移
動
九
〇
六

航
空
局

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城
ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球
Ｖ
七
五
（
Ｎ
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
一
〇
七
（
Ｎ
）

同

同

同

宮
城
防
災
移
動
九
〇
五

航
空
局

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城
ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球
Ｖ
七
六
（
Ｎ
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
宮
城
県
宮
城

ス
ー
パ
ー
バ
ー
ド
可
搬
地
球

Ｖ
一
〇
九
（
Ｎ
）

同

同

同

宮
城
防
災
移
動
九
〇
七

航
空
局

同

同

　

別
表
第
四
号
の
表
宮
城
防
災
支
援
一
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
防
災
携
帯
一
〜
五
の
項
中
「
〜
五
」
を
削
り
、
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「

同

」
を
「

陸
上
移
動
局

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
防
災
移
動
一
の
項
中
「
一
」
の
下
に
「
、
一
〜

二
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
号
の
表
宮
城
防
災
支
援
一
の
項
を

削
る
改
正
規
定
、
同
表
宮
城
防
災
携
帯
一
〜
五
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
表
宮
城
防
災
移
動
一
の
項
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　

消
防
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

消
防
学
校
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
削
り
、
第
十
六
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
六
号

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
総
務
課
、」
を
削
り
、「
審
査
調
整
課
」
の
下
に
「
を
置
き
、
同
課
に
総
務
議
事
班
、
審
査
班
及

び
調
整
班
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
課
」
を
「
審
査
調
整
課
」
に
改
め
、
同
条
中
「
事
務
局
各
課
」
を
「
審
査
調
整
課
」
に
改
め
、

総
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
り
、
同
条
審
査
調
整
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
審
査
調
整
課
」
を
削
り
、
第
一
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

労
働
委
員
会
等
の
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
三
条
審
査
調
整
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十

四
号
と
し
、
第
七
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

　

二　

事
務
局
職
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

予
算
、
決
算
及
び
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

物
品
の
購
入
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。　

　

五　

文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
さ
ん
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

公
印
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

規
程
等
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
六
条
中
「
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号

　

標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
表
一
の
項
中
「
及
び
医
療
健
康
局
長
」
を
「
、
医
療
健
康
局
長
及
び
国
際
経
済
・
観
光
局
長
」
に
改
め
、

同
表
三
の
項
中
「
子
育
て
政
策
専
門
監
」
の
下
に
「
、
精
神
保
健
専
門
監
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
八
号

　

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
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正
す
る
。

　

別
記
様
式
中
「５

に
記
入

」
の
下
に
「（□

再
度
の
延
長

）」
を
加
え
、

「

（
 

）

」

を「

（
 

）

（
 

）

」

に
、

「

年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

」

を「

年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

う
ち
期
間
の
再
度
の
延
長
の
場
合
に
お
け
る
当
初
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間

　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

」

に
、

「　
　
　
２
 　
「
３
　
職
員
及
び
配
偶
者
の
外
国
滞
在
中
の
住
所
（
居
所
）」
欄
は
，
申
請
時
点
で
未
定
の
場
合
に

は
「
未
定
」
と
記
入
し
，
申
請
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
外
国
滞
在
中
の
住
所
（
居
所
）
を
定
め
，

届
け
出
る
こ
と
。

　
　
　
３
 　
「
６
　
備
考
」
欄
に
は
，
以
前
に
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
同
行

休
業
の
内
容
（
配
偶
者
の
外
国
滞
在
事
由
及
び
休
業
期
間
），
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
を
延
長
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
を
申
請
す
る
理
由
そ
の
他
任
命
権
者
が
承
認
の

可
否
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
４
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

」

を

「　
　
　
２
 　
期
間
の
再
度
の
延
長
を
申
請
す
る
場
合
に
は
，「
２
　
申
請
に
係
る
配
偶
者
」
欄
の
「
外
国
滞
在
事

由
」
欄
の
最
上
欄
の
括
弧
内
に
，
当
該
延
長
が
必
要
な
事
情
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
３
 　
「
３
　
職
員
及
び
配
偶
者
の
外
国
滞
在
中
の
住
所
（
居
所
）」
欄
は
，
申
請
時
点
で
未
定
の
場
合
に

は
「
未
定
」
と
記
入
し
，
申
請
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
に
外
国
滞
在
中
の
住
所
（
居
所
）
を
定
め
，

届
け
出
る
こ
と
。

　
　
　
４
 　
「
６
　
備
考
」
欄
に
は
，
以
前
に
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
同
行

休
業
の
内
容
（
配
偶
者
の
外
国
滞
在
事
由
，
休
業
期
間
），
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
を
延
長
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
を
申
請
す
る
理
由
そ
の
他
任
命
権
者
が
承
認
の
可

否
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項
を
記
入
す
る
。

　
　
　
５
　
該
当
す
る
□
に
は
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

」

に
、

「

決
裁
年
月
日

　
年
　
　
月
　
　
日

　
職
　
  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

氏
　
名
  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
  　
　

決
裁
欄

」

を「

決
裁
年
月
日

　
年
　
　
月
　
　
日

　
職
　
  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

氏
　
名
  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
  　
　

決
裁
欄

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
第
６
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
人
事
委
員
会
の
認
定
　
認
定
日
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
□
不
認
定
　
□
不
要

」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号

　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

文
書
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

⎡｜⎣
⎤｜⎦
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別
表
第
一
第
二
号
⑵
中
「
復
企
第　
　
　
　

号　
　
　
　

震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
」
を

「
復
企
第　
　
　
　

号　
　
　
　

震
災
復
興
・
企
画
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　

オ
リ
パ
ラ
第　
　

号　
　
　
　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
室
」

「
情
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

情
報
政
策
課

　

情
産
第　
　
　
　

号　
　
　
　

情
報
産
業
振
興
室　

を
「
情
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

情
報
政
策
課
」
に
、

　

シ
ス
テ
ム
第　
　

号　
　
　
　

情
報
シ
ス
テ
ム
課
」　

「
医
療
第　
　
　
　

号　
　
　
　

医
療
整
備
課　
　
　
　

「
医
療
第　
　
　
　

号　
　
　
　

医
療
政
策
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　

医
確
第　
　
　
　

号　
　
　
　

医
師
確
保
対
策
室
」　
　

医
人
第　
　
　
　

号　
　
　
　

医
療
人
材
対
策
室
」

「
国
際
第　
　
　
　

号　
　
　
　

国
際
経
済
・
交
流
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

海
外
第　
　
　
　

号　
　
　
　

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
」

「
国
際
第　
　
　
　

号　
　
　
　

国
際
企
画
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　

ア
ジ
ア
第　
　
　

号　
　
　
　

ア
ジ
ア
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
」

「
住
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

住
宅
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
住
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

住
宅
課
」
に
改
め
る
。

　

復
住
第　
　
　
　

号　
　
　
　

復
興
住
宅
整
備
室
」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

　

職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

職
員
表
彰
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
及
び
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
又
は
第
二
項
」
を

削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
者
が
」
の
下
に
「
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、」
を
加
え
、
同
項
第

六
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
を
第
六
項

と
す
る
。

　

第
六
条
第
三
項
中
「
又
は
第
五
条
第
二
項
に
該
当
す
る
職
員
」
を
削
る
。

　

第
九
条
第
二
項
中
「
つ
ど
、
永
年
勤
続
者
表
彰
の
う
ち
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
退
職
時
ま
で
の
間
に
二
十
五
年
に
係

る
者
に
あ
つ
て
は
退
職
時
に
行
な
う
こ
と
が
あ
る
」
を
「
都
度
行
う
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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